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高高齢齢者者ののたためめのの住住ままいい（（住住宅宅・・施施設設））

概要 介護サービス

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
ス、生活相談サービス等の付いた住宅として、「高齢者の居
住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県等に登録さ
れた住宅。収入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある。
有料老人ホームに該当するものは、特定施設入居者生活介護
の事業者指定を受けることも可能。

外部の介護サービス
を利用
　　　　又は

スタッフにより提供
（特定施設入居者生
活介護の場合）

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
スの付いた住宅として、旧「高齢者の居住の安定確保に関す
る法律」等に基づき、都に供給計画の認定を受けた住宅。収
入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある。

バリアフリー化され、「高齢者の居住の安定確保に関する法
律」に基づき、国の補助等を受けて整備された住宅及び高齢
者の移動等に伴う転倒防止等に配慮した住宅。収入に応じて
家賃減額を受けられる住宅もあり、独立行政法人都市再生機
構が管理している

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
スの付いた住宅として都に認定された住宅。収入に応じて家
賃減額を受けられる住宅もある

住宅セーフティネット法に基づく一定の基準を満たす高齢者
など住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都
道府県等に登録された住宅

常時介護が必要で家庭での生活が困難な人が、介護や身の回
りの世話を受けながら生活する施設

病状が安定し、病院から退院した人などが、リハビリテー
ションを中心とする医療的ケアと介護を受ける施設

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機
能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設

環境上の理由と経済的理由により、居宅で生活することが困
難な高齢者が区市町村の措置により入所し、社会復帰の促進
及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行う施
設

本人の収入に応じて低額な費用で日常生活上必要なサービス
を受けながら、自立した生活を送ることができる住まい

居室面積要件等の施設基準を緩和した軽費老人ホーム

特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム。元
気な人も入居可能なものや、入居を介護が必要な人に限るも
のがあるなど、様々なタイプがある

施設スタッフにより
介護サービス提供

食事等の日常生活上のサービスは付くが、介護サービスは別
契約で外部の事業所を利用する有料老人ホーム

外部の介護サービス
を利用

食事等の日常生活上のサービスが付いた有料老人ホーム。介
護が必要になると原則として退去しなければならない

なし

認知症高齢者が、５人から９人までの少人数で、家庭的な雰
囲気のもとで介護や身の回りの世話を受けながら共同生活を
送る住まい

施設スタッフにより
介護サービス提供

外部の介護サービス
を利用

高齢者向けの優良な賃貸
住宅等

シルバーピア
（シルバーハウジング）

住宅確保要配慮者向け住
宅

区分 名称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
宅

サービス付き
高齢者向け住宅

東京都高齢者向け優良賃
貸住宅

健康型有料老人ホーム

認知症高齢者
グループホーム

※　施設のうち「その他」に該当するもので提供される介護サービスは、介護保険制度上、居宅サービス又は
　地域密着型サービスとなり、在宅で受けるサービスという位置付けになります。

施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設

介
護
保
険
施
設

特別養護老人ホーム

施設スタッフにより
介護サービス提供

介護老人保健施設

そ
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
他

養護老人ホーム
外部の介護サービス
を利用
　　　　又は

スタッフにより提供
（特定施設入居者生
活介護の場合）

軽費老人ホーム
（ケアハウス）

介護医療院

都市型軽費老人ホーム

介護付有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム
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高高齢齢者者ののたためめのの住住ままいい（（住住宅宅・・施施設設））

概要 介護サービス

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
ス、生活相談サービス等の付いた住宅として、「高齢者の居
住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県等に登録さ
れた住宅。収入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある。
有料老人ホームに該当するものは、特定施設入居者生活介護
の事業者指定を受けることも可能。

外部の介護サービス
を利用
　　　　又は

スタッフにより提供
（特定施設入居者生
活介護の場合）

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
スの付いた住宅として、旧「高齢者の居住の安定確保に関す
る法律」等に基づき、都に供給計画の認定を受けた住宅。収
入に応じて家賃減額を受けられる住宅もある。

バリアフリー化され、「高齢者の居住の安定確保に関する法
律」に基づき、国の補助等を受けて整備された住宅及び高齢
者の移動等に伴う転倒防止等に配慮した住宅。収入に応じて
家賃減額を受けられる住宅もあり、独立行政法人都市再生機
構が管理している

バリアフリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サービ
スの付いた住宅として都に認定された住宅。収入に応じて家
賃減額を受けられる住宅もある

住宅セーフティネット法に基づく一定の基準を満たす高齢者
など住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都
道府県等に登録された住宅

常時介護が必要で家庭での生活が困難な人が、介護や身の回
りの世話を受けながら生活する施設

病状が安定し、病院から退院した人などが、リハビリテー
ションを中心とする医療的ケアと介護を受ける施設

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機
能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設

環境上の理由と経済的理由により、居宅で生活することが困
難な高齢者が区市町村の措置により入所し、社会復帰の促進
及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行う施
設

本人の収入に応じて低額な費用で日常生活上必要なサービス
を受けながら、自立した生活を送ることができる住まい

居室面積要件等の施設基準を緩和した軽費老人ホーム

特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム。元
気な人も入居可能なものや、入居を介護が必要な人に限るも
のがあるなど、様々なタイプがある

施設スタッフにより
介護サービス提供

食事等の日常生活上のサービスは付くが、介護サービスは別
契約で外部の事業所を利用する有料老人ホーム

外部の介護サービス
を利用

食事等の日常生活上のサービスが付いた有料老人ホーム。介
護が必要になると原則として退去しなければならない

なし

認知症高齢者が、５人から９人までの少人数で、家庭的な雰
囲気のもとで介護や身の回りの世話を受けながら共同生活を
送る住まい

施設スタッフにより
介護サービス提供

外部の介護サービス
を利用

高齢者向けの優良な賃貸
住宅等

シルバーピア
（シルバーハウジング）

住宅確保要配慮者向け住
宅

区分 名称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
宅

サービス付き
高齢者向け住宅

東京都高齢者向け優良賃
貸住宅

健康型有料老人ホーム

認知症高齢者
グループホーム

※　施設のうち「その他」に該当するもので提供される介護サービスは、介護保険制度上、居宅サービス又は
　地域密着型サービスとなり、在宅で受けるサービスという位置付けになります。
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介
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保
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施
設

特別養護老人ホーム

施設スタッフにより
介護サービス提供

介護老人保健施設

そ
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
他

養護老人ホーム
外部の介護サービス
を利用
　　　　又は

スタッフにより提供
（特定施設入居者生
活介護の場合）

軽費老人ホーム
（ケアハウス）

介護医療院

都市型軽費老人ホーム

介護付有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

-55-



－ 56 － － 57 －

- 56 - 

 

  

  

 
 
 
 

 

 

高高齢齢者者向向けけ優優良良賃賃貸貸住住宅宅  

高高齢齢者者専専用用賃賃貸貸住住宅宅  

高高齢齢者者円円滑滑入入居居賃賃貸貸住住宅宅    

ササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅  
・高齢者の入居を拒まない一定の基準を満たし
た住宅として都道府県へ登録（高齢者以外も賃借人

となることができる。） 

・専ら高齢者又はその配偶者を賃借人と

する住宅として都道府県へ登録 

・面積、バリアフリー、緊急時対応サ

ービスなどの基準に基づき都道府

県が認定 

・一定の面積・設備・バリアフリー 

 基準を満たした住宅として都道府

県等へ登録 

・安否確認、生活相談、緊急時対応 
サービスの提供 

の日中常駐によるサービスの提供 
・有資格者や一定の経験を有する者等 

法 改 正 前 法 改 正 後 

○ 都都のの独独自自制制度度にに基基づづくく住住宅宅  

（注）高齢者専用賃貸住宅のうち、面積・日常生活上のサービスの提供などが厚生労働省の 
定める基準に適合するものを適合高齢者専用賃貸住宅といい、介護保険上の特定施設に 
位置付けられていた。 

東東京京都都高高齢齢者者向向けけ優優良良賃賃貸貸住住宅宅  

高高齢齢者者向向けけのの優優良良なな賃賃貸貸住住宅宅  高高齢齢者者向向けけのの優優良良なな賃賃貸貸住住宅宅  
・バリアフリー化された住宅 

・都内の住宅は、独立行政法人都市再生機構 

が管理 

・バリアフリー化され、安否確認サービス、

緊急時対応サービスの付いた住宅として

都が認定 

○ 「「高高齢齢者者住住ままいい法法」」にに基基づづくく住住宅宅（2011（平成 23）年 10 月開始）  

・バリアフリー化された住宅 

・都内の住宅は、独立行政法人都市再生機構 

が管理 

「「高高齢齢者者のの居居住住のの安安定定確確保保にに関関すするる法法律律（（高高齢齢者者住住ままいい法法））」」

のの改改正正にに伴伴うう高高齢齢者者向向けけ住住宅宅のの推推移移（（イイメメーージジ図図））  
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○ 2011（平成 23）年度の改正法施行前の高齢者専用賃貸住宅は、有料老人ホ

ームから除外されていましたが、改正法施行後については、サービス付き高

齢者向け住宅への登録の有無にかかわらず、有料老人ホームに該当するサー

ビスを提供している住宅については、有料老人ホームに該当することになり

ました。 

 

○ 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法第

29 条に定める有料老人ホームの届出義務は免除されますが、東京都において

は、2016（平成 28）年度から「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」（平

成 14 年 11 月１日付（14 福高施第 611 号）が適用されることとなりました。 

 

 

 

＜有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の関係＞ 
 

老人福祉法の特例 　　　老人福祉法（有料老人ホーム）

（有料老人ホームの届出義務対象外）

　　　高齢者住まい法（サービス付き高齢者向け住宅）

ササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅

利用権方式
賃貸借方式

（賃貸住宅）

食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供 安否確認・

生活相談のみ
サービスなし

 

有有料料老老人人ホホーームムととササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅のの関関係係  
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・高齢者の入居を拒まない一定の基準を満たし
た住宅として都道府県へ登録（高齢者以外も賃借人

となることができる。） 

・専ら高齢者又はその配偶者を賃借人と

する住宅として都道府県へ登録 

・面積、バリアフリー、緊急時対応サ

ービスなどの基準に基づき都道府
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 基準を満たした住宅として都道府

県等へ登録 

・安否確認、生活相談、緊急時対応 
サービスの提供 

の日中常駐によるサービスの提供 
・有資格者や一定の経験を有する者等 

法 改 正 前 法 改 正 後 

○ 都都のの独独自自制制度度にに基基づづくく住住宅宅  

（注）高齢者専用賃貸住宅のうち、面積・日常生活上のサービスの提供などが厚生労働省の 
定める基準に適合するものを適合高齢者専用賃貸住宅といい、介護保険上の特定施設に 
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・バリアフリー化された住宅 

・都内の住宅は、独立行政法人都市再生機構 

が管理 

・バリアフリー化され、安否確認サービス、

緊急時対応サービスの付いた住宅として

都が認定 

○ 「「高高齢齢者者住住ままいい法法」」にに基基づづくく住住宅宅（2011（平成 23）年 10 月開始）  

・バリアフリー化された住宅 

・都内の住宅は、独立行政法人都市再生機構 

が管理 

「「高高齢齢者者のの居居住住のの安安定定確確保保にに関関すするる法法律律（（高高齢齢者者住住ままいい法法））」」

のの改改正正にに伴伴うう高高齢齢者者向向けけ住住宅宅のの推推移移（（イイメメーージジ図図））  
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○ 2011（平成 23）年度の改正法施行前の高齢者専用賃貸住宅は、有料老人ホ

ームから除外されていましたが、改正法施行後については、サービス付き高

齢者向け住宅への登録の有無にかかわらず、有料老人ホームに該当するサー

ビスを提供している住宅については、有料老人ホームに該当することになり

ました。 

 

○ 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法第

29 条に定める有料老人ホームの届出義務は免除されますが、東京都において

は、2016（平成 28）年度から「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」（平

成 14 年 11 月１日付（14 福高施第 611 号）が適用されることとなりました。 

 

 

 

＜有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の関係＞ 
 

老人福祉法の特例 　　　老人福祉法（有料老人ホーム）

（有料老人ホームの届出義務対象外）

　　　高齢者住まい法（サービス付き高齢者向け住宅）

ササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅

利用権方式
賃貸借方式

（賃貸住宅）

食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供 安否確認・

生活相談のみ
サービスなし

 

有有料料老老人人ホホーームムととササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅のの関関係係  
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- 58 -

  

  

○ サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律

に基づく、都道府県知事等の登録を受けた一定の基準を満たしている住宅で

す。 

 

○ 入居の対象となるのは、60 歳以上の単身・夫婦世帯の方や要介護・要支援

の認定を受けている方等で、安心して居住できるように、「バリアフリー化」

され、「緊急時対応サービス」や「安否確認サービス」、「生活相談サービス」

の利用が可能です。また、サービスの提供のために、社会福祉法人等の職員

又は介護福祉士等の有資格者や一定の経験を有する者が日中常駐しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（（１１））生生活活支支援援ササーービビススのの質質のの確確保保  
①「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」を遵守することを義務化 

②「生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅におけるサービス内容届出・公表事業実施要綱」

に基づく届出を義務化 

安安否否確確認認ササーービビスス  
・入居者の心身の状況を把握し、状況に

応じたサービスの提供 

ササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅  ババリリアアフフリリーー化化さされれたた住住宅宅  
・身体機能の低下に対応し、手すりの設置

や段差のない床など加齢対応構造の設

計・設備を備えた、安全・快適な住宅 

生活相談サービス 
・入居者が日常生活を支障なく営むこと 

ができるようにするため、入居者から 

の相談に応じ必要な助言を行うサービス 

緊緊急急時時対対応応ササーービビスス  
・急病等の緊急時に通報が可能な装置を

設置し、24 時間対応が可能 

 

東東京京都都独独自自のの登登録録基基準準   

（（２２））入入居居者者のの安安心心・・安安全全のの確確保保  
① 高齢者虐待を防止する方策を講じること等を義務化 

② 安否確認サービス、生活相談サービスに加え、緊急時対応サービスの提供を義務化 

（（３３））生生活活支支援援ササーービビスス提提供供者者のの資資格格をを緩緩和和  
国が定める資格等を有する者に加え、一定の経験を有する者を追加 

生生活活支支援援ササーービビススをを提提供供すするる介介護護福福祉祉士士等等のの有有資資格格者者やや一一定定のの経経験験をを有有すするる者者等等がが日日中中常常駐駐  

 整整備備費費等等助助成成   
家家賃賃のの減減額額助助成成  

 税税制制・・融融資資  
のの優優遇遇  

（（４４））既既存存スストトッッククのの有有効効活活用用  
既存建物を改修して整備する場合、住戸の面積基準の緩和 

25 ㎡以上 → 20 ㎡以上    18 ㎡以上 → 13 ㎡以上 
（居間・食堂・台所その他を共同利用するため十分な面積を有する場合） 

ササーービビスス付付きき高高齢齢者者向向けけ住住宅宅  

※八王子市においても同一の基準を設けています。 
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＜施設の諸元＞ 
〇名称︓K.M.ヴィレッジ（こもれび平井） 
○規模・構造︓サービス付き⾼齢者向け住宅 20 ⼾ 

（他に⼦育て世帯向け住宅 20 ⼾） 
          鉄⾻鉄筋コンクリート造地上 12 階建て 
○開設年⽉︓2015（平成 27）年６⽉ 
○間取り︓1K（25〜30 ㎡程度）16 ⼾、 

２LDK（55 ㎡程度）4 ⼾ 
 
＜施設の概要＞ 
〇バリアフリー化された住⼾ 

住⼾内は、段差の解消・⼿すりの 
設置・⼀定以上の通⾏幅を備えた 
バリアフリー仕様です。 
 
〇安否確認サービス 

スタッフによる⽇常的な声かけの 
ほか、住⼾内各所の⽣活反応を感 
知するセンサーも活⽤し、安否確認 
を⾏います。 
 
〇緊急時対応サービス 

急病等の緊急時には、住⼾内各 
所に設置してある通報ボタンを押す 
ことで、スタッフ⼜は警備会社が駆け 
付けます。 
 
〇⽣活相談サービス等 

⽇常⽣活における⼼配事や悩み 
事等について、スタッフが相談に応じます。 
 

○コミュニティホール 
 ⼦育て世帯と⾼齢者が互いに交流する 
場となっています。 

 

サービス付き⾼齢者向け住宅等における取組事例 
〜⼦育て世帯向け住宅を併設したサービス付き⾼齢者向け住宅〜 

K.M.ヴィレッジ（こもれび平井）外観 

段差の解消された⽞関 ⼿すりの設置されたトイレ 

住⼾内に設置されている通報ボタン コミュニティホール 

写真提供︓特定⾮営利活動法⼈いちごの会 K.M.ヴィレッジ 
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